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(57)【要約】
　電気自動車の電池異常検出システムは、電源部、表示
部、電池モジュール、安全保護部及び検出部、制御部を
備える。表示部は、電源部に接続されている。電池モジ
ュールは、電気自動車の主動力源として使用される。安
全保護部は、電池モジュール及び電源部に接続されてい
る。検出部は、電池モジュールを検出するため、電池モ
ジュール及び電源部に接続されている。電池モジュール
が異常の場合には、検出部は、少なくとも1つのフィー
ドバック信号を送信する。制御部は、少なくとも1つの
フィードバック信号を受信するため、検出部、電源部、
表示部及び安全保護部に接続されている。少なくとも1
つの予め設定された既定値と少なくとも1つのフィード
バック信号との比較結果に応じて、前記制御部は、表示
部と安全保護部に向けて異常レベル信号を送信する。安
全保護部は、異常なレベルの信号に係る電池モジュール
の動作を選択的に制御することが可能になる。また、警
告メッセージが異常レベル信号に応じて表示部に示され
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気自動車の電池異常検出システムであって、
　電源部と、
　前記電源部に接続された表示部と、
　前記電気自動車の主電源として用いられる電池モジュールと、
　前記電池モジュール及び前記電源部に接続された安全保護部と、
　検出部と、
　制御部と、を備え、
　　前記検出部は、
　　　前記電池モジュールを検出するため、前記電池モジュールと前記電源部に接続し、
　　　前記電池モジュールが異常である場合に、少なくとも1つのフィードバック信号を
送信し、
　　前記制御部は、
　　　前記少なくとも1つのフィードバック信号を受信するため、前記検出部、前記電源
部、前記表示部、前記安全保護部に接続し、
　　　前記少なくとも1つのフィードバック信号と、少なくとも1つの予め設定された既定
値との比較結果に応じて、前記表示部と前記安全保護部に向けて、異常レベル信号を送信
し、
　　前記安全保護部は、
　　　前記異常レベル信号に応じて、前記電池モジュールの動作を選択的に制御でき、
　　　警告メッセージが前記異常レベル信号に応じて前記表示部に表示され、
　　前記安全保護部は消火器を備え、
　　　前記消火器は、
　　　　前記電源部及び前記制御部に接続し、前記電池ボックス内に配置されており、
　　　　前記電池モジュールが自然発火に見舞われた場合、前記電池モジュール消火のた
め有効となる
　電池異常検出システム。
【請求項２】
　請求項1に記載の電池異常検出システムであって、
　前記電池モジュールは、取り外し可能電池モジュールである
　ことを特徴とする電池異常検出システム。
【請求項３】
　請求項1に記載の電池異常検出システムであって、
　警報送信部をさらに備え、
　　前記警報送信部は、
　　　前記制御部及び前記電源部に接続し、
　　　無線伝送により前記異常レベル信号が電気自動車管理センターへ前記警報送信部か
ら送信される
　ことを特徴とする電池異常検出システム。
【請求項４】
　請求項1に記載の電池異常検出システムであって、
　前記検出部は、
　　電池管理部を備え、
　　前記電池モジュールの作業温度又は動作電流を検出するため、前記電池管理部は前記
電池モジュール及び前記制御部に接続している
　ことを特徴とする電池異常検出システム。
【請求項５】
　請求項4に記載の電池異常検出システムであって、
　前記電池モジュールは、前記電池ボックス内に設置され、
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　前記検出部は、煙検出器をさらに備え、
　前記電池ボックス内の煙濃度を検出するために、前記煙検出器は前記電池モジュール及
び前記制御部に接続している
　ことを特徴とする電池異常検出システム。
【請求項６】
　請求項5に記載の電池異常検出システムであって、
　前記検出部は、温度検出器をさらに備え、
　　前記温度検出器は、前記電池ボックス内の内部温度を検出するため、前記電池モジュ
ール及び前記制御部に接続している
　ことを特徴とする電池異常検出システム。
【請求項７】
　請求項6に記載の電池異常検出システムであって、
　入力部及び記憶部をさらに備え、
　前記少なくとも1つの予め設定された既定値が前記入力部を介して入力され、
　前記少なくとも1つの予め設定された既定値が前記記憶部に記憶される
　ことを特徴とする電池異常検出システム。
【請求項８】
　請求項7に記載の電池異常検出システムであって、
　前記少なくとも1つの予め設定された既定値は、
　　前記電池モジュールの既定の作業温度値又は既定の動作電流値、
　　前記電池ボックスの既定の煙濃度値及び
　　前記電池ボックスの既定の内部温度値
　を含む
　ことを特徴とする電池異常検出システム。
【請求項９】
請求項1に記載の電池異常検出システムであって、
　前記安全保護部は、脱離具をさらに備え、
　前記脱離具は、前記電池ボックスから前記電池モジュールの一部を取り除くため、前記
電源部及び前記制御部に接続し、これにより、前記電池モジュールが電気的に前記電池ボ
ックスから切り離される
　ことを特徴とする電池異常検出システム。
【請求項１０】
請求項1に記載の電池異常検出システムであって、
　前記制御部は、
　　前記少なくとも1つのフィードバック信号と前記少なくとも1つの予め設定された既定
値とを比較した結果に応じて前記電池モジュールの警告イベントのレベルを判断し、
　　前記警告イベントのレベルに対応する異常レベル信号を送信し、
　前記安全保護部は、前記電池モジュールの前記警告イベントのレベルに応じた前記異常
レベル信号により前記電池モジュールの動作を選択的に制御できる
　ことを特徴とする電池異常検出システム。
【請求項１１】
　電気自動車の電池異常検出方法であって、
　前記電気自動車は電池モジュール、表示部及び安全保護部を備え、
　前記電池異常検出方法は、
　（a）前記電池モジュールを検出し、前記電池モジュールが異常の場合、少なくとも1つ
のフィードバック信号を送信するステップと、
　（b）前記少なくとも1つのフィードバック信号と少なくとも1つの予め設定された既定
値との比較結果に応じて異常レベル信号を送信するステップと、
　（c）前記異常レベル信号に応じて前記表示部に警告メッセージを表示するステップと
、
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　（d）前記安全保護部が、前記異常レベル信号に係る前記電池モジュールの動作を選択
的に制御できるステップと、
　を有し、
　前記ステップ（d）は、前記電池モジュールが自然発火に見舞われている場合に、前記
電池モジュールを消火するサブステップ（d1）をさらに備える、
　電池異常検出方法。
【請求項１２】
　請求項11に記載の電池異常検出方法であって、
　前記ステップ（a）は、前記電池モジュールの作業温度又は動作電流を検出するサブス
テップ（a1）をさらに備える
　ことを特徴とする電池異常検出方法。
【請求項１３】
　請求項12に記載の電池異常検出方法であって、
　前記電池モジュールは前記電池ボックス内に設置され、
　前記ステップ（a）は電池ボックス内の煙濃度を検出するサブステップ（a2）をさらに
備える
　ことを特徴とする電池異常検出方法。
【請求項１４】
　請求項13に記載の電池異常検出方法であって、
　前記ステップ（a）は前記電池ボックスの内部温度を検出するサブステップ（a3）をさ
らに備える
　ことを特徴とする電池異常検出方法。
【請求項１５】
　請求項11記載の電池異常検出方法であって、
　前記ステップ（c）は、無線伝送により電気自動車管理センターに前記異常レベル信号
を送信するサブステップ（c1）をさらに備える
　ことを特徴とする電池異常検出方法。
【請求項１６】
　請求項11記載の電池異常検出方法であって、
　前記電池モジュールが前記電池ボックス内に設置され、
　前記ステップ（d）は、前記電池ボックスから前記電池モジュールの一部を取り除き、
前記電池モジュールが電気的に前記電池ボックスから切り離されるというサブステップ（
d2）をさらに備える
　ことを特徴とする電池異常検出方法。
【請求項１７】
　電気自動車の電池異常検出システムであって、
　電源部と、
　前記電源部に接続された表示部と、
　前記電気自動車の主電源として用いられる電池モジュールと、
　前記電池モジュール及び前記電源部に接続された安全保護部と、
　検出部と、
　制御部と、
　を備え、
　前記検出部は、
　　前記電池モジュールを検出するため、前記電池モジュールと電源部に接続し、
　　前記電池モジュールが異常である場合に、少なくとも1つのフィードバック信号を送
信し、
　前記制御部は、
　　前記少なくとも1つのフィードバック信号を受信するため、前記検出部、前記電源部
、前記表示部、前記安全保護部に接続し、
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　　前記少なくとも1つのフィードバック信号と、少なくとも1つの予め設定された既定値
との比較結果に応じて、前記表示部と前記安全保護部に向けて、異常レベル信号を送信し
、
　前記安全保護部は、
　　前記異常レベル信号に応じて、前記電池モジュールの動作を選択的に制御でき、
　　警告メッセージが前記異常レベル信号に応じて前記表示部に表示され、
　前記安全保護部は脱離具を備え、
　前記脱離具は、
　　前記電源部及び前記制御部に接続し、
　　前記電池ボックスから前記電池モジュールの一部を取り除き、前記電池モジュールが
電気的に前記電池ボックスから切り離される
　ことを特徴とする電池異常検出システム。
【請求項１８】
　請求項17に記載の電池異常検出システムであって、
　前記安全保護部は、消火器をさらに備え、
　　前記消火器は、
　　　前記電源部及び前記制御部に接続し、
　　　前記電池ボックス内に配置され、
　　　前記電池モジュールが自然発火に供された場合には、前記電気モジュールを消火す
るために有効になる
　ことを特徴とする電池異常検出システム。
【請求項１９】
　請求項17に記載の電池異常検出システムであって、
　前記電池モジュールは、取り外し可能電池モジュールである
　ことを特徴とする電池異常検出システム。
【請求項２０】
　請求項17に記載の電池異常検出システムであって、
　警報送信部をさらに備え、
　　前記警報送信部は、
　　　前記制御部及び前記電源部に接続し、
　　　無線伝送により前記異常レベル信号が電気自動車管理センターへ前記警報送信部か
ら送信される
　ことを特徴とする電池異常検出システム。
【請求項２１】
　請求項17に記載の電池異常検出システムであって、
　前記検出部は、電池管理部を備え、
　　前記電池管理部は、前記電池モジュールの作業温度又は動作電流を検出するため、前
記電池モジュール及び前記制御部に接続している
　ことを特徴とする電池異常検出システム。
【請求項２２】
　請求項21に記載の電池異常検出システムであって、
　前記電池モジュールは前記電池ボックス内に設置され、
　前記検出部は煙検出器をさらに備え、
　前記煙検出器は、前記電池ボックス内の煙濃度を検出するために、前記電池モジュール
及び前記制御部に接続している
　ことを特徴とする電池異常検出システム。
【請求項２３】
　請求項22に記載の電池異常検出システムであって、
　前記検出部は、温度検出器をさらに備え、
　　前記温度検出器は、前記電池ボックスの内部温度を検出するため、前記電池モジュー
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ル及び前記制御部に接続している
　ことを特徴とする電池異常検出システム。
【請求項２４】
　請求項23に記載の電池異常検出システムであって、
　入力部及び記憶部をさらに備え、
　　前記少なくとも1つの予め設定された既定値が前記入力部を介して入力され、
　　前記少なくとも1つの予め設定された既定値が前記記憶部に記憶される
　ことを特徴とする電池異常検出システム。
【請求項２５】
　請求項24に記載の電池異常検出システムであって、
　前記少なくとも1つ予め設定された既定値は、
　　前記電池モジュールの既定の作業温度値又は既定の動作電流値、
　　前記電池ボックスの既定の煙濃度値及び
　　前記電池ボックスの既定の内部温度値
　を含む
　ことを特徴とする電池異常検出システム。
【請求項２６】
　請求項17に記載の電池異常検出システムであって、
　前記安全保護部は、脱離具をさらに備え、
　　前記脱離具は、前記電池ボックスから前記電池モジュールの一部を取り除くため、前
記電源部及び前記制御部に接続し、これにより、前記電池モジュールが電気的に前記電池
ボックスから切り離される
　ことを特徴とする電池異常検出システム。
【請求項２７】
　電気自動車の電池異常検出方法であって、
　前記電気自動車は、電池モジュール、表示部及び安全保護部を備え、
　前記電池異常検出方法は、
　（a）前記電池モジュールを検出し、前記電池モジュールが異常の場合、少なくとも1つ
のフィードバック信号を送信するステップと、
　（b）前記少なくとも1つのフィードバック信号と少なくとも1つの予め設定された既定
値との比較結果に応じて異常レベル信号を送信ステップと、
　（c）前記異常レベル信号に応じて前記表示部に警告メッセージを表示するステップと
、
　（d）前記安全保護部が、前記異常レベル信号に係る前記電池モジュールの動作を選択
的に制御できるステップと、
　を有し、
　前記ステップ（d）は、前記電池ボックスから前記電池モジュールを取り除き、前記電
池モジュールが電気的に前記電池ボックスから切り離されるサブステップ（d1）をさらに
備える、
　電池異常検出方法。
【請求項２８】
　請求項27に記載の電池異常検出方法であって、
　前記電池モジュールが自然発火に見舞われている場合には、前記ステップ（d）は、前
記電池モジュールを消火するサブステップ（d2）をさらに備える
　ことを特徴とする電池異常検出方法。
【請求項２９】
　請求項27に記載の電池異常検出方法であって、
　前記ステップ（a）は、前記電池モジュールの作業温度又は動作電流を検出するサブス
テップ（a1)をさらに備える
　ことを特徴とする電池異常検出方法。



(7) JP 2015-504570 A 2015.2.12

10

20

30

40

50

【請求項３０】
　請求項29に記載の電池異常検出方法であって、
　前記電池モジュールは、前記電池ボックス内に設置され、
　前記ステップ（a）は前記電池ボックス内の煙濃度を検出するサブステップ（a2）をさ
らに備える
　ことを特徴とする電池異常検出方法。
【請求項３１】
　請求項30に記載の電池異常検出方法であって、
　前記ステップ（a）は、前記電池ボックスの内部温度を検出するサブステップ（a3）を
さらに備える
　ことを特徴とする電池異常検出方法。
【請求項３２】
　請求項27に記載の電池異常検出方法であって、
　前記ステップ（c）は、無線伝送により電気自動車管理センターに異常レベル信号を送
信するサブステップ（c1）をさらに備える
　ことを特徴とする電池異常検出方法。
【発明の詳細な説明】
【発明の分野】
【０００１】
本発明は、電池モジュールの電池異常検出システムと電池異常検出方法、より詳しくは、
電気自動車の電池モジュールに関する電池異常検出システムと電池異常検出方法に関する
ものである。
【発明の背景】
【０００２】
近年、地球温暖化の問題がより深刻になり、多くの国において炭素削減政策を始めている
。現在の環境において、輸送車両からの二酸化炭素排出量は、全二酸化炭素排出量の約四
分の一である。周知のように、現在の輸送のほとんどは、内燃機関によって駆動される。
内燃機関によって駆動される輸送車両は徐々に電気自動車に取って代わられるであろう。
【０００３】
電気自動車は、グリーンエネルギー産業の代表的な製品の一つである。しかし、電気自動
車の使用は、まだいくつかの欠点がある。たとえば、電気自動車を駆動する過程で、電気
自動車の電池モジュールは、自然発火の可能性がある。電池モジュールは、電気自動車の
車体に固定されているので、電池モジュールが異常又は自然発火に見舞われている場合、
消火器を使用することが損傷及び損失を抑える唯一の方法である。火災事故が発生した場
合、運転者は、電気自動車の有効内部空間での火を消すことはできるが、危険要因を取り
除くことはできない。さらに、消火器によって火を完全に消すことができない場合、残留
火災により災害が広がり、乗客の安全を危険にさらすこともありうる。上記の欠点のため
、電気自動車は、多くの人の信頼をまだ得られていない。一般的に、自然発火は電池モジ
ュールによって引き起こされる。放電プロセスの間、電池モジュールは確実に熱を発する
。また、多くの要因により、電気自動車を運転するプロセスの間、電池モジュールが異常
放電又はショートすることもありうる。製造元は、電池モジュール又は構成成分の改善に
絶えず努力しているが、電池の放電過程で熱を発生する現象は避けられていない。
【０００４】
したがって、自然発火を減らし、安全性を高めるために、電気自動車の電池異常検出シス
テム及び電池異常検出方法を設ける必要がある。
【発明の概要】
【０００５】
本発明は、電池モジュールの自然発火を減らし、乗客の安全性を高め、電池モジュールの
コストを削減するために、電気自動車の電池異常検出システム及び電池異常検出方法を提
供する。
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【０００６】
本発明の一態様によれば、電気自動車の電池異常検出システムが提供される。電池異常検
出システムは、電源部、表示部、電池モジュール、安全保護部、検出部及び制御部を備え
る。表示部は、電源部に接続されている。電池モジュールは、電気自動車の主動力源とし
て使用される。安全保護部は、電池モジュール及び電源部に接続されている。検出部は、
電池モジュールを検出するため、電池モジュールと電源部に接続されている。電池モジュ
ールが異常の場合には、検出部は、少なくとも1つのフィードバック信号を送信する。制
御部は、少なくとも1つのフィードバック信号を受信するため、検出部、電源部、表示部
及び安全保護部に接続されている。少なくとも1つのフィードバック信号と少なくとも1つ
の予め設定された既定値との比較結果に応じて、制御部は、表示部及び安全保護部に向け
て異常レベル信号を送信する。安全保護部は異常レベル信号に応じて電池モジュールの動
作を選択的に制御することができる。また、警告メッセージが異常レベル信号に応じて表
示部に示される。
【０００７】
本発明の別の態様によれば、電気自動車の電池異常検出方法が提供される。電気自動車は
、電池モジュール、表示部及び安全保護部を備える。電池異常検出方法は、少なくとも以
下のステップを備える。ステップ（a）において、電池モジュールが検出される。電池モ
ジュールが異常の場合には、少なくとも1つのフィードバック信号が送信される。ステッ
プ（b）において、異常レベル信号は、少なくとも1つのフィードバック信号と少なくとも
1つの予め設定された既定値との比較結果に応じて送信される。ステップ（c）は、警告メ
ッセージが異常レベル信号に応じて表示部に示される。ステップ（d）において、安全保
護部は異常レベル信号に応じて、電池モジュールの動作を選択的に制御することが可能に
なる。
【０００８】
本発明の上記の内容は、以下の詳細な説明と添付図面を検討した後、当業者にとって、よ
り明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】は、本発明の実施形態に係る電池異常検出システムを示す概略回路ブロック図で
ある。
【００１０】
【図２Ａ】は、本発明の実施形態に係る電池異常検出方法を示すフローチャートである。
【００１１】
【図２Ｂ】は、図1の電池モジュールの第一レベル警告イベントにとる緊急措置の処理を
示すフローチャートである。
【００１２】
【図２Ｃ】は、図1の電池モジュールの第二レベル警告イベントにとる緊急措置の処理を
示すフローチャートである。
【００１３】
【図２Ｄ】は、図１の電池モジュールの第三レベル警告イベントにとる緊急措置の処理を
示すフローチャートである。
【好ましい実施形態の詳細な説明】
【００１４】
本発明を以下の実施形態を参照してより具体的に説明する。なお、本発明の好ましい実施
形態の以下の説明は、例示及び説明のみを目的として本明細書に提示されることに留意す
べきである。これは、開示された正確な形態が網羅的であったりこれらに限定されたりす
ることを意図するものではない。
【００１５】
図1は、本発明の実施形態に係る電池異常検出システムを示す概略回路ブロック図である
。電池異常検出システム1は、電気自動車に適用される。図1に示すように、電池異常検出



(9) JP 2015-504570 A 2015.2.12

10

20

30

40

50

システム1は、電池モジュール11、検出部12、制御部13、電源部14、表示部15、安全保護
部16、警報送信部17、入力部18、及び記憶部19を備える。電池モジュール11は、取り外し
可能な電池モジュールであり、電池ボックス（図示せず）内に設置される。電池モジュー
ル11は、電気自動車の主動力源として使用される。電源部14は、独立した電源である。例
えば、電力供給部14は、12V電源、24V電源やバックアップ電源（例えば、鉛蓄電池）であ
る。電源部14は、検出部12、制御部13、表示部15及び安全保護部16に接続されている。電
源部14は検出部12、制御部13、表示部15及び安全保護部16に電力を供給するために使用さ
れる。従って、電池モジュール11が異常である場合には、電池異常検出システム1は、通
常、電源部14から電力を取得することにより動作できる。
【００１６】
表示部15は、電源部14及び制御部13に接続されている。電池モジュール11が異常である場
合には、制御部13は異常レベル信号を送信する。異常レベル信号によって、警告メッセー
ジを表示部15に表示して電気自動車の運転者に通知し、緊急措置をとる方法を運転者に指
示する。ユーザは、入力部18を介して少なくとも1つの予め設定された既定値を入力する
ことができ、少なくとも1つの予め設定された既定値を記憶部19に格納することができる
。少なくとも1つの予め設定された既定値は、例えば、電池モジュール11の既定の作業温
度値又は既定の動作電流値、電池ボックスの既定の煙濃度値と、電池ボックスの既定の内
側の温度値という既定値である。警報送信部17は、制御部13及び電源部14に接続している
。制御部13は、電池モジュール11が異常であることを検出すると、無線伝送により異常レ
ベル信号が電気自動車管理センターへ送信される。
【００１７】
図1を再度参照のこと。安全保護部16は、電池モジュール11及び電源部14に接続されてい
る。安全保護部16は消火器161及び脱離具162を備える。消火器161は電池ボックス内に配
置され、電源部14及び制御部13に接続されている。脱離具162は、電源部14及び制御部13
に接続されている。
【００１８】
検出部12は、電池モジュール11を検出するため、電池モジュール11及び電源部14に接続さ
れている。電池モジュール11が異常の場合には、検出部12は、少なくとも1つのフィード
バック信号を送信する。この実施形態では、検出部12は、煙検出器121、温度検出器122及
び電池管理部123を備える。電池管理部123は、電池モジュール11の作業温度又は動作電流
を検出するため、電池モジュール11及び制御部13に接続されている。電池管理部123が電
池モジュール11の作業温度又は動作電流が異常であることを検出した場合、電池管理部12
3は、対応するフィードバック信号を制御部13に送信する。たとえば、検出回路は、電池
モジュール11の作業温度が90°Cに達したことを検出すると電池管理部123は、制御部13に
異常状態に対応するフィードバック信号を送信する。
【００１９】
電池モジュール11が取り付けられている電池ボックス内の煙濃度を検出するため、煙検出
器121は、電池モジュール11、電源部14及び制御部13に接続されている。煙検出器121が電
池ボックス内の煙の存在を検出した場合、煙検出器121は、制御部13に異常状態に対応す
るフィードバック信号を送信する。温度検出器122の一例には、赤外線センサが挙げられ
るが、これに限定されるものではない。温度検出器122は、電池ボックスの内部温度を検
出するため、電池モジュール11、電源部14及び制御部13に接続されている。温度検出器12
2により電池ボックスの内部温度が異常であることを検出した場合、温度検出器122は、制
御部13に異常状態に対応するフィードバック信号を送信する。例えば、温度検出器122に
より、電池ボックスの内部温度が少なくとも5秒間、85°Cよりも高い状態を検出した場合
、温度検出部122は制御部13に異常状態に対応するフィードバック信号を送信する。
【００２０】
再び図1を参照する。制御部13は、検出部12、電源部14、表示部15及び安全保護部16に接
続されている。制御部13は、検出部12の煙検出器121、温度検出器122及び電池管理部123
から少なくとも1つのフィードバック信号を受信し、少なくとも1つのフィードバック信号
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と少なくとも1つの予め設定された既定値とを比較することができる。比較結果に応じて
、制御部13は、対応する異常レベル信号を送信する。具体的には、少なくとも1つのフィ
ードバック信号の数及び少なくとも1つのフィードバック信号とそれに対応する予め設定
された既定値との比較結果に応じて、制御部13は、電池モジュール11の警告イベントのレ
ベルを認識することができる。続いて、異常レベル信号が、制御部13から表示部15、安全
保護部16及び警報送信部17に送信される。異常レベル信号に応じて、安全保護部16は、電
池モジュール11の動作を制御できる。異常レベル信号に応じて、警告メッセージを表示部
15に表示して電気自動車の運転者へ通知し、緊急措置をとる方法について運転者へ指示す
る。さらに、電気自動車の異常状態が発生したことを電気自動車管理センターに通知する
ため、無線伝送により異常レベル信号が電気自動車管理センターへ警報送信部17から送信
される。このような状況で、保守作業員は、緊急措置をとることができる。
【００２１】
本発明の電池異常検出システム1において、警告イベントは、第一レベル警告イベント、
第二レベル警告イベント及び第三レベル警告イベントに分類される。警告イベントの分類
については、実際の要望に応じて変えることができることに留意されたい。
【００２２】
第1の状況では、煙検出器121、温度検出器122、電池管理部123からのフィードバック信号
が受信される。制御部13は、煙検出器121からのフィードバック信号を受信した後、煙検
出器121からのフィードバック信号と、記憶部19に格納されている既定の煙濃度とを比較
することができる。制御部13は、温度検出器122からのフィードバック信号を受信した後
、温度検出器122からのフィードバック信号と、記憶部19に格納した電池ボックスの既定
の内部温度値とを比較することができる。制御部13は、電池管理部123からフィードバッ
ク信号を受信した後、電池管理部123からフィードバック信号と、記憶部19に格納されて
いる電池モジュール11の既定の作業温度値又は既定の動作電流値とを比較することができ
る。比較結果により、電池ボックス内に煙の存在が示され、電池ボックスの内部温度が既
定の内部温度値を超え、さらに、電池モジュール11の作業温度又は動作電流が既定の作業
温度値又は既定の動作電流値を超える場合、制御部13は第一レベル警告イベントが発生し
たと判断する。つまり、電池モジュール11は自然発火に見舞われている。この状況におい
て、制御部13は、電池モジュール11を消火するため、安全保護部16の消火器161を有効に
し、電池ボックスから電池モジュール11の一部を取り除くため、安全保護部16の脱離具16
2を有効にする。これにより、電池モジュール11が電気的に電池ボックスから切り離され
る。一方、第一レベル警告イベントに対応する異常レベル信号によって、電気自動車の運
転者への通知及び緊急措置をとる方法について運転者への指示のため、表示部15に警告メ
ッセージが表示される。さらに、電気自動車の第一レベル警告イベントが発生したことを
電気自動車管理センターに通知するため、無線伝送により異常レベル信号が電気自動車管
理センターへ警報送信部17から送信される。
【００２３】
第2の状況では、煙検出器121、電池管理部123からのフィードバック信号が受信される。
制御部13は、煙検出器121からのフィードバック信号を受信した後、煙検出器121からのフ
ィードバック信号と、記憶部19に格納されている既定の煙濃度とを比較することができる
。制御部13は、電池管理部123からのフィードバック信号を受信した後、電池管理部123か
らのフィードバック信号と、記憶部19に格納されている電池モジュール11の既定の作業温
度値又は既定の動作電流値とを比較することができる。比較結果により、電池ボックス内
に煙の存在が示され、電池モジュール11の作業温度又は動作電流が既定の作業温度値又は
既定の動作電流値を超える場合、制御部13は第二レベル警告イベントが発生したと判断す
る。一方、第二レベル警告イベントに対応する異常レベル信号によって、電気自動車の運
転者への通知及び緊急措置をとる方法について運転者への指示のため、表示部15に警告メ
ッセージが表示される。例えば、ユーザは手動で電池ボックスを開き、電池モジュール11
を確認できる。検査結果に応じて、ユーザは消火器161及び脱離具162を有効にするかどう
かを判断することができる。さらに、電気自動車の第二レベル警告イベントが発生したこ
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とを電気自動車管理センターに通知するため、無線伝送により異常レベル信号が電気自動
車管理センターへ警報送信部17から送信される。
【００２４】
第3の状況では、電池管理部123からのフィードバック信号のみが受信される。
制御部13は、電池管理部123からのフィードバック信号を受信した後、電池管理部123から
のフィードバック信号と、記憶部19に格納されている電池モジュール11の既定の作業温度
値又は既定の動作電流池とを比較することができる。比較結果により、電池モジュール11
の作業温度又は動作電流が、既定の作業温度値又は既定の動作電流値を超える場合、制御
部13は第三レベル警告イベントが発生したと判断する。一方、第三レベル警告イベントに
対応する異常レベル信号によって、電気自動車の運転者への通知及び緊急措置をとる方法
について運転者への指示のため、表示部15に警告メッセージが表示される。例えば、ユー
ザは手動で電池ボックスを開き、電池モジュール11を確認できる。さらに、電気自動車の
第三レベル警告イベントが発生したことを電気自動車管理センターに通知するため、無線
伝送により異常レベル信号が電気自動車管理センターへ警報送信部17から送信される。
【００２５】
図2Aは、本発明の実施形態に係る電池異常検出方法を模式的に示すフローチャートである
。図1及び図2Aを参照のこと。電池異常検出方法は、以下のステップからなる。まず、ス
テップS21において、電池モジュール11が異常であるか否か判定される。電池モジュール1
1が異常である場合には、少なくとも1つのフィードバック信号が送信される。即ち、電池
管理部123は、電池モジュール11の作業温度又は動作電流を検出する。電池管理部123が電
池モジュール11の作業温度又は動作電流が異常であることを検出した場合、電池管理部12
3は制御部13に対応するフィードバック信号を送信する。例えば、検出回路が電池モジュ
ール11の作業温度が90°Cに達したことを検出した場合、電池管理部123は、制御部13に異
常状態に対応するフィードバック信号を送信する。また、煙検出器121は、電池ボックス
内の煙濃度を検出する。電池ボックス内の煙の存在を検出した場合、煙検出器121は、制
御部13に異常状態に対応するフィードバック信号を送信する。また、温度検出器122は、
電池ボックスの内部温度を検出する。電池ボックスの内部温度が異常であることを検出し
た場合、温度検出器122は、制御部13に異常状態に対応するフィードバック信号を送信す
る。例えば、温度検出器122により、電池ボックスの内部温度が少なくとも5秒間、85°C
よりも高い状態を検出した場合、温度検出器122は制御部13に異常状態に対応するフィー
ドバック信号を送信する。
【００２６】
次に、ステップS22において、制御部13は、再度、煙検出器121、温度検出器122及び電池
部管理部123と通信をし、少なくともフィードバック信号を受信したか否かを確認する。
例えば、ステップS21で、制御部13は、煙検出器121、温度検出器122及び電池管理部123か
らのフィードバック信号を受信し、ステップS22において、煙検出器121、温度検出器122
及び電池管理部123からの同一フィードバック信号を再び受信した場合、制御部13は、3つ
のフィードバック信号の受信を確認する。ステップS21で、制御部13が煙検出器121と電池
管理部123からのフィードバック信号を受信し、ステップS22において、煙検出器121と電
池管理部123から同一フィードバック信号を再び受信した場合(すなわち、温度検出器122
からのフィードバック信号は、制御部13で受信されていない）、制御部13は、2つのフィ
ードバック信号の受信を確認する。一方、ステップS21で、制御部13が電池管理部123から
のみのフィードバック信号を受信し、ステップS22において、電池管理部123から同一フィ
ードバック信号を再び受信した場合（制御部13は煙検出器121及び温度検出器122からのフ
ィードバック信号が受信されていない）、制御部13は、1つのフィードバック信号の受信
を確認する。
【００２７】
ステップS22の後、制御部13は、受信したフィードバック信号（又は信号群）と、対応す
る予め設定された既定値（又は値群）とを比較し、比較した結果に応じて、対応する異常
レベル信号を送信する（ステップS23）。
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【００２８】
第1の状況では、煙検出器121、温度検出器122及び電池管理部123からのフィードバック信
号が受信される。制御部13は、煙検出器121からのフィードバック信号と、記憶部19に格
納されている既定の煙濃度とを比較し、温度検出器122からのフィードバック信号と、記
憶部19に格納されている電池ボックスの既定の内部温度値とを比較し、電池管理部123か
らのフィードバック信号と、記憶部19に格納されている電池モジュール11の既定の作業温
度値又は既定の動作電流値とを比較できる。比較結果により、電池ボックス内に煙の存在
が示され、電池ボックスの内部温度が既定の内部温度値を超え、さらに、電池モジュール
11の作業温度又は動作電流が既定の作業温度値又は既定の動作電流値を超える場合、制御
部13は第一レベル警告イベントが発生したと判断する。
【００２９】
第2の状況では、煙検出器121及び電池管理部123からのフィードバック信号が受信される
。制御部13は、煙検出器121からのフィードバック信号と、記憶部19に格納されている既
定の煙濃度とを比較し、電池管理部123からフィードバック信号と、記憶部19に格納され
ている既定の作業温度値又は既定の動作電流値とを比較できる。比較結果により、電池ボ
ックス内に煙の存在が示され、電池モジュール11の作業温度又は動作電流が既定の作業温
度値又は既定の動作電流値を超える場合、制御部13は第二レベル警告イベントが発生した
と判断する。
【００３０】
第3の状況では、電池管理部123からのみフィードバック信号が受信される。制御部13は、
電池管理部123からフィードバック信号と、記憶部19に格納されている電池モジュール11
の既定の作業温度値又は動作電流値とを比較することができる。比較結果により、電池モ
ジュール11の作業温度又は動作電流が、既定の作業温度値又は既定の動作電流値を超える
ことを示す場合、制御部13は、第三レベル警告イベントが発生したと判断する。
【００３１】
電池モジュール11の警告イベントのレベルが認識されると、制御部13の制御により、電気
自動車の運転者への通知及び緊急措置をとる方法について運転者への指示のため、表示部
15に警告メッセージが表示される(ステップS24）。たとえば、警告メッセージの指示によ
り、運転者に路側帯又は安全な場所に電気自動車を停止させるようにしてもよい。次に、
制御部13により判断された警告イベントのレベルに基づいて、対応する緊急措置をとる（
ステップS25）。
【００３２】
本発明の電池異常検出システム1において、異常状態は、第一レベル警告イベント、第二
レベル警告イベント、第三レベル警告イベントに分類される。以下、異なる異常状態での
緊急措置のステップは、図2B、2C及び2D を参照して説明する。
【００３３】
図2Bは、図1の電池モジュールの第一レベル警告イベントにとる緊急措置の処理を示すフ
ローチャートである。電池モジュール11の第一レベル警告イベントが生じた場合には、電
池モジュール11は自然発火に見舞われている。制御部13の制御により、自動的に無線伝送
により第一レベル警告イベントに対応する異常レベル信号が、電気自動車管理センターへ
警報送信部17から送信される（ステップS2511）。このため、電気自動車管理センターは
、電池モジュールを修復、処理する保守作業員を派遣できる。さらに、制御部13は、電池
モジュール11を消火するため、安全保護部16の消火器161を有効にし (ステップS2512）、
電池ボックスから電池モジュール11の一部を取り除くため、安全保護部16の脱離具162を
有効にする（ステップS2513）。これにより、電池モジュール11が電気的に電池ボックス
から切り離される。
【００３４】
また、第一レベル警告イベントが生じた場合に、制御部13は、電池モジュール11を無効に
し、消火器161及び脱離具162を有効な状態とするまでの残時間を表示し、秒単位で時間を
カウントダウン(5秒単位の時間をカウントダウン）することができる。結果として、運転
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者は、その後の状況を認識できる。制御部13によって電池モジュール11が無効にされる場
合は、運転者はすぐに電気自動車を停止させることができない。その後の状況はユーザ次
第であり、運転者は電気自動車の残留速度を使用して、電気自動車を停止してもよいし、
電気自動車のエンジンシステムに電力を供給するためにバックアップ用電源システムを利
用してもよい。
【００３５】
図2Cは、図1の電池モジュールの第二レベル警告イベントにとる緊急措置の処理を示すフ
ローチャートである。電池モジュール11の第二レベル警告イベントが生じた場合には、制
御部13の制御で、無線伝送により、第二レベル警告イベントに対応する異常レベル信号が
自動的に電気自動車管理センターへ警報送信部17から送信される(S2521ステップ）。この
ため、電気自動車管理センターは、電池モジュールを修復、処理する保守作業員を派遣で
きる。その後、表示部15に表示される緊急措置に応じて、一般市民を安全な場所に避難さ
せることができる(ステップS2522）。ユーザは手動で、電池モジュール11が自然発火に見
舞われているかどうかを確認するため、電池ボックスを開くことができる(ステップS2523
)。電池モジュール11が自然発火に見舞われていない場合には、電池モジュール11の誤動
作の可能性がある。一方、運転者は、電池ボックスから電池モジュール11の一部を取り除
くために、手動で脱離具162を有効にする。これにより、電池モジュール11が電気的に電
池ボックスから切り離される（ステップS2524）。例えば、脱離具162を有効にした後、電
池モジュール11の四分の一は、電池ボックスから引き出される。このような状況下では、
電池モジュール11の電気的接点と、対応する電気自動車の電気的接点とが互いに分離され
、したがって、電池モジュール11と電池ボックスとの間の電気的接続が遮断される。そし
て、運転者は電池モジュールの修復、処理する保守作業員を待つことができる（ステップ
S2525）。
【００３６】
一方、電池モジュール11が自然発火に見舞われている場合には、運転者は電池モジュール
11を消火するために、手動で安全保護部16の消火器161を有効にし、（ステップS2526）、
その後、運転者は、電池ボックスから電池モジュール11の一部を取り除くために、手動で
脱離具162を有効にできる。これにより、電池モジュール11が電気的に電池ボックスから
切り離される(ステップ S2527)。そして、運転者は電池モジュールの修復、処理するため
の保守作業員を待つことができる（ステップS2525）。
【００３７】
図2Dは、図1の電池モジュールの第三レベル警告イベントにとる緊急措置の処理を示すフ
ローチャートである。電池モジュール11の第三レベル警告イベントが生じた場合には、制
御部13の制御で、無線伝送により、第三レベル警告イベントに対応する異常レベル信号が
自動的に電気自動車管理センターへ警報送信部17から送信される(ステップS2531）。この
ため、電気自動車管理センターは、電池モジュールを修復、処理する保守作業員を派遣で
きる。その後、表示部15に表示される緊急措置に応じて、一般市民を安全な場所に避難さ
せることができる（ステップ S2532)。ユーザは手動で、電池モジュール11が自然発火に
見舞われているかどうかを確認するため、電池ボックスを開くことができる(ステップS25
33)。そして、運転者は、自己トラブルシューティング手順（ステップS2534）を行うかど
うかを判断する。運転者が自己トラブルシューティング手順を行うことができない場合、
運転者は電池モジュールを修復、処理する保守作業員を待つことができる（ステップS253
5）。一方、運転者によって自己トラブルシューティング手順を行うことができる場合、
運転者が直接自己トラブルシューティング手順を実行し、システムをリセットしてもよい
（ステップS2536）。そして、電気自動車は、修理およびさらなるチェックのために整備
工場に運ばれてもよい。
【００３８】
本発明の電池異常検出方法によれば、警告イベントは、第一レベル警告イベント、第二レ
ベル警告イベントと第三レベル警告イベントに分類される。警告イベントの異なるレベル
に応じる措置は、乗客を守り、損失を減らすためである。電池モジュール11の第三レベル
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警告イベントが生じた場合に、運転者は、電池モジュール11が異常であるという警告を早
めに受けることができる。したがって、運転者は、早期に損失を減らすために適切な措置
をとることができる。電池モジュール11の第二レベル警告イベントが生じた場合に、運転
者は、早期に異常状態を認識でき、又は早期に電池モジュール11を救出する適切な措置を
とることができる。電池モジュール11のコストは非常に高いので、その損失を大幅に低減
できる。電池モジュール11の第一レベル警告イベントが生じた場合には、電池モジュール
11は自然発火に見舞われている可能性がある。乗客を守る為及び電気自動車又は高価なエ
ンジンシステムを保護するため、運転者は、負傷及び損失の拡大を回避するため、電池モ
ジュール11を犠牲にせざるをえない。本発明の電池異常検出システムと電池異常検出方法
は、電気自動車の安全システムに適用することができる。また、電池モジュールは、シリ
アル電池モジュール又はパラレル電池モジュールであってもよい。
【００３９】
上記の説明により、本発明は、電池異常検出システムと電池異常検出方法を提供する。検
出部は、電池モジュールが異常の場合には、検出部は、少なくとも1つのフィードバック
信号を送信する。少なくとも1つのフィードバック信号と少なくとも1つの予め設定された
既定値との比較結果に応じて、制御部は、表示部及び安全保護部に向けて異常レベル信号
を送信する。安全保護部は異常レベル信号に応じて電池モジュールを保護する対策をとる
ことが可能になり、警告メッセージが異常レベル信号に応じて表示部に示される。従って
、電池モジュールが自然発火に見舞われても、乗客を効果的に保護することができる。ま
た、運転者は、早期に、電池モジュールが異常であるという警告を受けることができるの
で、早期に、損失を低減するための適切な措置を行うことができる。換言すれば、電池モ
ジュールのコストを抑えることができる。上記の説明から、本発明の電池異常検出システ
ム及び電池異常検出方法は、産業的価値を持つものである。
【００４０】
本発明は、現在最も実用的で好ましい実施形態であると考えられるものに関して説明して
きたが、本発明は、開示された実施形態に限定される必要はないことを理解すべきである
。それどころか、様々な修正及びすべてのそのような修正及び類似の構造を包含するよう
に最も広い解釈を与えられるべきであり、添付の特許請求の範囲の精神及び範囲内に含ま
れる類似の構成を包含することが意図される。
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【図２Ｃ】



(19) JP 2015-504570 A 2015.2.12

【図２Ｄ】

【手続補正書】
【提出日】平成26年7月10日(2014.7.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
電気自動車の電池異常検出システムであって、
電源部と、
前記電源部に接続された表示部と、
前記電気自動車の主電源として用いられる電池モジュールと、
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前記電池モジュールおよび前記電源部に接続された安全保護部と、
検出部と、
制御部と、を備え、
　前記検出部は、前記電池モジュールを検出するため、前記電池モジュールと前記電源部
とに接続し、
　前記電池モジュールが異常である場合に、少なくとも1つのフィードバック信号を送信
し、
　前記制御部は、前記少なくとも1つのフィードバック信号を受信するため、
前記検出部、前記電源部、前記表示部、前記安全保護部に接続し、
　前記少なくとも1つのフィードバック信号と、少なくとも1つの予め設定された既定値と
の比較結果に応じて、前記表示部と前記安全保護部とに向けて、異常レベル信号を送信し
、
　前記安全保護部は、前記異常レベル信号に応じて、前記電池モジュールの動作を選択的
に制御でき、警告メッセージが前記異常レベル信号に応じて前記表示部に表示され、
　前記安全保護部は消火器を備え、
　前記消火器は、前記電源部及び前記制御部に接続し、前記電池ボックス内に配置されて
おり、
　前記電池モジュールが自然発火に供された場合、前記電池モジュール消火のため有効と
なる
電池異常検出システム。
 
【請求項２】
請求項1に記載の電池異常検出システムであって、前記電池モジュールは、取り外し可能
電池モジュールであることを特徴とする電池異常検出システム。
 
【請求項３】
請求項1に記載の電池異常検出システムであって、警報送信部をさらに備え、前記警報送
信部は、前記制御部及び前記電源部に接続し、無線伝送により前記異常レベル信号が電気
自動車管理センターへ前記警報送信部から送信されることを特徴とする電池異常検出シス
テム。
 
【請求項４】
請求項1に記載の電池異常検出システムであって、前記検出部は、電池管理部を備え、
　前記電池モジュールの作業温度又は動作電流を検出するため、前記電池管理部は前記電
池モジュール及び前記制御部に接続していることを特徴とする電池異常検出システム。
 
【請求項５】
請求項4に記載の電池異常検出システムであって、
　前記電池モジュールは、前記電池ボックス内に設置され、煙検出器をさらに備え、
　前記電池ボックス内の煙濃度を検出するために、前記煙検出器は前記電池モジュール及
び前記制御部に接続していることを特徴とする電池異常検出システム。
 
【請求項６】
請求項5に記載の電池異常検出システムであって、前記検出部は、温度検出器をさらに備
え、
　前記温度検出器は、前記電池ボックス内の内部温度を検出するため、前記電池モジュー
ル及び前記制御部に接続していることを特徴とする電池異常検出システム。
 
【請求項７】
請求項6に記載の電池異常検出システムであって、入力部及び記憶部をさらに備え、
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　前記少なくとも1つの予め設定された既定値が前記入力部を介して入力され、前記少な
くとも1つの予め設定された既定値が前記記憶部に記憶されることを特徴とする電池異常
検出システム。
 
【請求項８】
請求項7に記載の電池異常検出システムであって、
　前記少なくとも1つの予め設定された既定値は、前記電池モジュールの既定の作業温度
値又は既定の動作電流値、前記電池ボックスの既定の煙濃度値及び前記電池ボックスの既
定の内部温度値を含むことを特徴とする電池異常検出システム。
 
【請求項９】
請求項1に記載の電池異常検出システムであって、
前記安全保護部は、回収具をさらに備え、
　前記回収具は、前記電池ボックスから前記電池モジュールの一部を取り除くため、前記
電源部及び前記制御部に接続し、これにより、前記電池モジュールが電気的に前記電池ボ
ックスから切り離されることを特徴とする電池異常検出システム。
 
【請求項１０】
請求項1に記載の電池異常検出システムであって、前記制御部は、前記少なくとも1つのフ
ィードバック信号と前記少なくとも1つの予め設定された既定値とを比較した結果に応じ
て前記電池モジュールの警告イベントのレベルを判断し、前記警告イベントのレベルに対
応する異常レベル信号を送信し、
　前記安全保護部は、前記電池モジュールの前記警告イベントのレベルに応じた前記異常
レベル信号により前記電池モジュールの動作を選択的に制御できることを特徴とする電池
異常検出システム。
 
【請求項１１】
電気自動車の電池異常検出方法であって、
前記電気自動車は電池モジュール、表示部及び安全保護部を備え、
前記電池異常検出方法は、
（a）前記電池モジュールを検出し、前記電池モジュールが異常の場合、少なくとも1つの
フィードバック信号を送信するステップと、
（b）前記少なくとも1つのフィードバック信号と少なくとも1つの予め設定された既定値
との比較結果に応じて異常レベル信号を送信するステップと、
（c）前記異常レベル信号に応じて前記表示部に警告メッセージを表示するステップと、 
（d）前記安全保護部が、前記異常レベル信号に係る前記電池モジュールの動作を選択的
に制御できるステップと、を有し、
　前記ステップ（d）は、前記電池モジュールが自然発火に供される場合に、前記電池モ
ジュールを消火するサブステップ（d1）をさらに備える、電池異常検出方法。
 
【請求項１２】
請求項11に記載の電池異常検出方法であって、前記ステップ（a）は、前記電池モジュー
ルの作業温度又は動作電流を検出するサブステップ（a1）をさらに備えることを特徴とす
る電池異常検出方法。
 
【請求項１３】
請求項12に記載の電池異常検出方法であって、前記電池モジュールは前記電池ボックス内
に設置され、前記ステップ（a）は電池ボックス内の煙濃度を検出するサブステップ（a2
）をさらに備えることを特徴とする電池異常検出方法。
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【請求項１４】
請求項13に記載の電池異常検出方法であって、前記ステップ（a）は前記電池ボックスの
内部温度を検出するサブステップ（a3）をさらに備えることを特徴とする電池異常検出方
法。
 
【請求項１５】
請求項11記載の電池異常検出方法であって、前記ステップ（c）は、無線伝送により電気
自動車管理センターに前記異常レベル信号を送信するサブステップ（c1）をさらに備える
ことを特徴とする電池異常検出方法。
 
【請求項１６】
請求項11記載の電池異常検出方法であって、前記電池モジュールが前記電池ボックス内に
設置され、前記ステップ（d）は、前記電池ボックスから前記電池モジュールの一部を取
り除き、前記電池モジュールが電気的に前記電池ボックスから切り離されるというサブス
テップ（d2）をさらに備えることを特徴とする電池異常検出方法。
 
【請求項１７】
電気自動車の電池異常検出システムであって、
電源部と、
前記電源部に接続された表示部と、
前記電気自動車の主電源として用いられる電池モジュールと、
前記電池モジュールおよび前記電源部に接続された安全保護部と、
検出部と、
制御部と、を備え、
　前記検出部は、前記電池モジュールを検出するため、前記電池モジュールと電源部とに
接続し、
　前記電池モジュールが異常である場合に、少なくとも1つのフィードバック信号を送信
し、
　前記制御部は、前記少なくとも1つのフィードバック信号を受信するため、
前記検出部、前記電源部、前記表示部、前記安全保護部に接続し、
　前記少なくとも1つのフィードバック信号と、少なくとも1つの予め設定された既定値と
の比較結果に応じて、前記表示部と前記安全保護部に向けて、異常レベル信号を送信し、
　前記安全保護部は、前記異常レベル信号に応じて、前記電池モジュールの動作を選択的
に制御でき、警告メッセージが前記異常レベル信号に応じて前記表示部に表示され、
　前記安全保護部は回収具を備え、
　前記回収具は、前記電源部及び前記制御部に接続し、前記電池ボックスから前記電池モ
ジュールの一部を取り除き、前記電池モジュールが電気的に前記電池ボックスから切り離
される
ことを特徴とする電池異常検出システム。
 
【請求項１８】
請求項17に記載の電池異常検出システムであって、前記安全保護部は、消火器をさらに備
え、
　前記電源部及び前記制御部に接続し、前記電池ボックス内に配置され、
　前記電池モジュールが自然発火に供された場合には、前記電気モジュールを消火するた
めに有効になることを特徴とする電池異常検出システム。
 
【請求項１９】
請求項17に記載の電池異常検出システムであって、前記電池モジュールは、取り外し可能
電池モジュールであること特徴とする電池異常検出システム。
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【請求項２０】
請求項17に記載の電池異常検出システムであって、警報送信部をさらに備え、前記警報送
信部は、前記制御部及び前記電源部に接続し、無線伝送により前記異常レベル信号が電気
自動車管理センターへ前記警報送信部から送信されることを特徴とする電池異常検出シス
テム。
 
【請求項２１】
請求項17に記載の電池異常検出システムであって、前記検出部は、電池管理部を備え、
　前記電池モジュールの作業温度又は動作電流を検出するため、前記電池管理部は前記電
池モジュール及び前記制御部に接続していることを特徴とする電池異常検出システム。
 
【請求項２２】
請求項21に記載の電池異常検出システムであって、
　前記電池モジュールは前記電池ボックス内に設置され、煙検出器をさらに備え、
　前記電池ボックス内の煙濃度を検出するために、前記煙検出器は、前記電池モジュール
及び前記制御部に接続していることを特徴とする電池異常検出システム。
 
【請求項２３】
請求項22に記載の電池異常検出システムであって、前記検出部は、温度検出器をさらに備
え、
　前記温度検出器は、前記電池ボックスの内部温度を検出するため、前記電池モジュール
及び前記制御部に接続していることを特徴とする電池異常検出システム。
 
【請求項２４】
請求項23に記載の電池異常検出システムであって、入力部及び記憶部をさらに備え、
　前記少なくとも1つの予め設定された既定値が前記入力部を介して入力され、前記少な
くとも1つの予め設定された既定値が前記記憶部に記憶されることを特徴とする電池異常
検出システム。
 
【請求項２５】
請求項24に記載の電池異常検出システムであって、
　前記少なくとも1つ予め設定された既定値は、前記電池モジュールの既定の作業温度値
又は既定の動作電流値、前記電池ボックスの既定の煙濃度値及び前記電池ボックスの既定
の内部温度値を含むことを特徴とする電池異常検出システム。
 
【請求項２６】
電気自動車の電池異常検出方法であって、
前記電気自動車は、電池モジュール、表示部及び安全保護部を備え、
前記電池異常検出方法は、
（a）前記電池モジュールを検出し、前記電池モジュールが異常の場合、少なくとも1つの
フィードバック信号を送信するステップと、
（b）前記少なくとも1つのフィードバック信号と少なくとも1つの予め設定された既定値
との比較結果に応じて異常レベル信号を送信ステップと、
（c）前記異常レベル信号に応じて前記表示部に警告メッセージを表示するステップと、
（d）前記安全保護部が、前記異常レベル信号に係る前記電池モジュールの動作を選択的
に制御できるステップと、を有し、
　前記ステップ（d）は、前記電池ボックスから前記電池モジュールを取り除き、前記電
池モジュールが電気的に前記電池ボックスから切り離されるサブステップ（d1）をさらに
備える、電池異常検出方法。
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【請求項２７】
請求項26に記載の電池異常検出方法であって、前記電池モジュールが自然発火に供される
場合には、前記ステップ（d）は、前記電池モジュールを消火するサブステップ（d2）を
さらに備えることを特徴とする電池異常検出方法。
 
【請求項２８】
請求項26に記載の電池異常検出方法であって、前記ステップ（a）は、前記電池モジュー
ルの作業温度又は動作電流を検出するサブステップ（a1)をさらに備えることを特徴とす
る電池異常検出方法。
 
【請求項２９】
請求項28に記載の電池異常検出方法であって、前記電池モジュールは、前記電池ボックス
内に設置され、前記ステップ（a）は前記電池ボックス内の煙濃度を検出するサブステッ
プ（a2）をさらに備えることを特徴とする電池異常検出方法。
 
【請求項３０】
請求項29に記載の電池異常検出方法であって、前記ステップ（a）は、前記電池ボックス
の内部温度を検出するサブステップ（a3）をさらに備えることを特徴とする電池異常検出
方法。
 
【請求項３１】
請求項26に記載の電池異常検出方法であって、前記ステップ（c）は、無線伝送により電
気自動車管理センターに異常レベル信号を送信するサブステップ（c1）をさらに備えるこ
とを特徴とする電池異常検出方法。
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